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第 １ 号議案 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を求める

。 

記 

 住  所 白石市 

 氏  名 小 関 市次郎 

 生年月日 

 住  所 白石市 

 氏  名 齋 藤 信 子 

 生年月日  

 住  所 白石市 

 氏 名 日 下 功 男 

 生年月日  

  令和５年２月２０日 

                    白石市長 山 田 裕 一 
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第 ２ 号議案 

   人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

記 

 住  所  白石市 

 氏  名  半澤 美智子 

 生年月日   

  令和５年２月２０日 

白石市長 山 田 裕 一
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第 ３ 号議案 

   専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。

   令和４年度白石市一般会計補正予算（専決第１号）

    （令和５年１月３１日専決）

  令和５年２月２０日

                   白石市長 山 田 裕 一 
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第 ４ 号議案 

宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、

令和５年３月３１日限り、宮城県市町村職員退職手当組合から白石市外二町

組合が脱退し、宮城県市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更する

ことについて、同法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 

  令和５年２月２０日 

                                      白石市長 山 田 裕 一
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   宮城県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

 宮城県市町村職員退職手当組合規約（昭和３７年規約第３号）の一部を次

のように変更する。 

 別表第１中「、白石市外二町組合」を削る。  

   附 則 

１ この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第６条第１項の規定により白

石市外二町組合が令和５年３月３１日までに宮城県市町村職員退職手当組

合に納付した負担金の総額と同日までに退職した白石市外二町組合職員に

支給した退職手当の総額との差額（以下「脱退清算金」という。）は、白

石市外二町組合規約に規定する持分の割合により、白石市が８６．７パー

セントを、蔵王町が８パーセントを、七ヶ宿町が５．３パーセントを脱退

清算金として納付するものとする。 
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第 ５ 号議案 

宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会を共同で設置す

る地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村等非常勤職員公務災害補

償等認定委員会共同設置規約の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定によ

り、令和５年３月３１日限り、宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認

定委員会から白石市外２町組合を脱退させ、宮城県市町村等非常勤職員公務

災害補償等認定委員会共同設置規約を別紙のとおり変更することについて、

同条第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、

議会の議決を求める。 

  令和５年２月２０日 

                                      白石市長 山 田 裕 一
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   宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の

一部を変更する規約 

 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の一部

を次のように変更する。 

 別表第１中「・白石市外２町組合」を削る。  

   附 則 

 この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

-7-



第 ６ 号議案 

宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会を共同で設置する地

方公共団体の数の減少及び宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等

審査会共同設置規約の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定によ

り、令和５年３月３１日限り、宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審

査会から白石市外２町組合を脱退させ、宮城県市町村等非常勤職員公務災害

補償等審査会共同設置規約を別紙のとおり変更することについて、同条第３

項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議

決を求める。 

  令和５年２月２０日 

                                      白石市長 山 田 裕 一
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   宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会共同設置規約の一部

を変更する規約 

 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会共同設置規約の一部を次

のように変更する。 

 別表第１中「・白石市外２町組合」を削る。  

   附 則 

 この規約は、令和５年４月１日から施行する。 
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第 ７ 号議案 

白石市外二町組合規約の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、

白石市外二町組合規約（昭和３３年宮城県指令第１１３７０号）を別紙のと

おり変更することについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求

める。 

  令和５年２月２０日 

                                      白石市長 山 田 裕 一

-10-



   白石市外二町組合規約の一部を変更する規約 

 白石市外二町組合規約（昭和３３年宮城県指令第１１３７０号）の一部を

次のように変更する。 

 第１３条の次に次の１条を加える。 

 （事務の承継等） 

第１４条 組合の解散に伴う事務の承継については、組織市町の議会の議決

を経た協議をもって定める。 

   附 則 

 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。 
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第 ８ 号議案 

   白石市個人情報保護法施行条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市個人情報保護法施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例に

よる。 

２ この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員

会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

（個人情報ファイルの保有等に関する事前通知） 

第３条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施

機関は、あらかじめ、市長に対し、法第７４条第１項各号に掲げる事項を

通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様

とする。 

２ 前項の規定は、法第７４条第２項各号に掲げる個人情報ファイルについ

ては、適用しない。 

３ 実施機関は、第１項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについ

て、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが

法第７４条第２項第９号に該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に対

しその旨を通知しなければならない。 

（手数料等） 

第４条 法第８９条第２項の規定による保有個人情報の開示に係る手数料は

、無料とする。 

２ 法第８７条第１項に規定する写しの交付を受ける者は、当該写しの作成

及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

 （審査会への諮問） 

第５条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情

報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが

特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。 

(１) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合 
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(２) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとす

る場合 

(３) 前２号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに

関する運用上の細則を定めようとする場合 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は

、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律（令和３年法律第３７号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法

第５１条の規定に限る。）の施行の日から施行する。 

（白石市情報公開条例の一部改正） 

第２条 白石市情報公開条例（平成１６年白石市条例第２７号）の一部を次

のように改正する。 

第１８条第１項中「（白石市個人情報保護条例（平成１６年白石市条例

第２８号）を除く。）」を削る。 

（白石市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第３条 白石市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１６年白石市条例

第２９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「次に掲げる条例」の次に「及び法律等」を加え、「審

査請求について」を削り、同項第２号を次のように改める。 

(２) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０５

条第３項の規定により読み替えて準用する同条第１項 

 第２条第１項に次の３号を加える。 

(３) 白石市個人情報保護法施行条例（令和 年白石市条例第 号）第５

  条 

(４) 白石市議会の個人情報の保護に関する条例（令和 年白石市条例第

号）第４５条及び第５０条 

(５) 特定個人情報保護評価に関する規則（平成２６年特定個人情報保護
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委員会規則第１号）第７条第４項 

第２条第３項中「実施機関」の次に「（白石市情報公開条例第２条第１号

及び白石市個人情報保護法施行条例第２条第２項に規定する実施機関並びに

白石市議会の個人情報の保護に関する条例第１条に規定する議会をいう。以

下同じ。）」を加える。 

第７条第２項前段中「諮問実施機関」の次に「（白石市情報公開条例第１

６条第１項の規定により審査会に諮問をした実施機関並びに個人情報の保護

に関する法律第１０５条第３項により読み替えて準用する同条第１項の規定

により審査会に諮問をした実施機関及び議会をいう。以下同じ。）」を加え

、「個人情報」を「保有個人情報（個人情報の保護に関する法律第６０条第

１項又は白石市議会の個人情報の保護に関する条例第２条第４項に規定する

保有個人情報をいう。以下同じ。）」に改め、同項後段及び同条第４項中「

個人情報」を「保有個人情報」に改める。 

（白石市個人情報保護条例の廃止） 

第４条 白石市個人情報保護条例（平成１６年白石市条例第２８号。以下「

旧条例」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

第５条 次に掲げる者に係る旧条例第３条第２項又は第１５条第２項の規定

によるその業務に関して知り得た旧条例第２条第１号に規定する個人情報

（以下「旧個人情報」という。）の内容を他人に知らせ、又は不当な目的

に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前

の例による。 

(１) 前条の規定の施行の際現に旧条例第２条第６号に規定する実施機関

（以下「旧実施機関」という。）の職員である者（以下「旧実施機関の

職員である者」という。）又は前条の規定の施行前において旧実施機関

の職員であった者（以下「旧実施機関の職員であった者」という。）の

うち、前条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた

者 

(２) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの

委託を受けた業務に従事していた者 
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(３) 前条の規定の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理

の業務に従事していた者 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに旧条例第

９条の規定によりなされた個人情報業務登録簿の作成等は、この条例の相

当規定によりなされたものとみなす。 

３ 施行日前に旧条例第１６条第１項、第２項若しくは第３項、第２７条第

１項、第２項若しくは第３項又は第３２条第１項、第２項、第３項若しく

は第４項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情

報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。 

４ 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条

例に規定する調査審議については、なお従前の例による。 

５ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において

旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第

２条第７号に規定する公文書（以下「旧公文書」という。）であって、個

人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索すること

ができるように体系的に構成されたもの（その全部又は一部を複製し、又

は加工したものを含む。）を前条の規定の施行後に提供したときは、２年

以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

(１) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者 

(２) 第１項第２号に掲げる者 

(３) 第１項第３号に掲げる者 

６ 前項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前に

おいて旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧

公文書（前項に規定するものを除き、その全部又は一部を複製し、又は加

工したものを含む。）を前条の規定の施行後に提供したときは、１年以下

の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

７ 第５項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行

前において旧実施機関が保有していた旧公文書に記録されている旧個人情

報（旧個人情報に該当しない旧条例第２条第３号に規定する特定個人情報

を含む。）を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図
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る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下

の罰金に処する。 

８ 前条の規定の施行前において旧条例第１５条第１項の委託若しくは管理

の事務を行う法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの

を含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若

しくは人の代理人、使用者その他の従業員であった者が、その法人又は人

の業務に関して前３項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対しても各本項の罰金刑を科する。 

９ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者

又は管理人が、その訴訟行為につきその法人でない団体を代表するほか、

法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用

する。 

第６条 附則第２条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違

反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。 

第７条 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイル

についての第３条第１項の規定の適用については、同項中「保有しようと

する」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この

条例の施行後遅滞なく」とする。 
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第 ９ 号議案 

   白石市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条    

   例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条

例 

 （目的） 

第１条 この条例は、本市の豊かな自然環境、美しい景観及び安全安心な生

活環境の保全と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和を図るため

に必要な事項を定めることにより、自然環境及び生活環境に配慮した、い

つまでも住み続けられるまちづくりに寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

 (１) 再生可能エネルギー源 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関

する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）第２条第３項各号に掲げ

る再生可能エネルギー源をいう。 

 (２) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー源を電気に変換

する設備及びその附属設備（送電に係る電柱等を除く。）をいう。 

 (３) 事業 再生可能エネルギー発電設備の設置（当該設備を設置するた

めに行われる土地の造成工事（立木の伐採、切土、盛土等を含む。）を

含む。）及び当該設備による発電を行う事業をいう。    

 (４) 事業者 事業を計画し、これを実施する者をいう。ただし、国及び

地方公共団体を除く。 

 (５) 事業区域 事業を行う一団の土地（再生可能エネルギー発電設備に

附属する管理施設、変電施設、緩衝帯等に係る土地を含む。）の区域で

あって、柵、塀等の工作物の設置その他の方法により当該一団の土地以

外の土地と区別された区域をいう。 

(６) 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に

規定する建築物をいう。 

(７) 自治会等 その活動区域に事業区域を含む地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体その他

これに類する団体をいう。 

(８) 住民等 自治会等の活動区域又は事業により影響を受ける可能性を
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有する区域に居住する者及びこれらの区域に所在する法人その他団体並

びに土地若しくは建築物を所有し、又は使用する者をいう。 

(９) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１

３７号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。 

(１０) 所有者等 事業区域の土地の所有者、占有者及び管理者をいう。 

（基本理念） 

第３条 市の豊かな自然環境、美しい景観その他安全安心な生活環境は、市

民の長年にわたる努力により形成されてきた市民共通のかけがえのない財

産であり、現在及び将来にわたってその恩恵を享受し、持続可能な未来を

継承できるよう、市民の意向を踏まえて、その保全及び活用が図られなけ

ればならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、この条例の適切かつ円滑な運用を図らなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守するとともに、市の豊かな

自然環境、美しい景観、その他安全安心な生活環境に十分配慮し、住民等

との良好な関係の保持並びに地域振興に寄与するよう努めなければならな

い。 

２ 事業者は、自然環境等を損ない、災害による被害等が発生しないよう再

生可能エネルギー発電設備及び事業区域を適正に管理しなければならない

。 

３ 事業者は、事業で発生する廃棄物を適正に処理するとともに、事業を終

了しようとするときは、再生可能エネルギー発電設備を放置することなく

速やかに撤去し、及び適正に処分し、並びに事業区域に係る土地を原状に

回復しなければならない。 

４ 事業者は、事業終了後に前項に規定する対策を速やかに講じるため、必

 要な資金の確保に努めなければならない。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、この条例に定める手続の実施に協力
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するよう努めなければならない。 

（所有者等の責務） 

第７条 所有者等は、基本理念にのっとり、事業により、自然環境等を損な

い、又は災害の発生を助長するおそれのある事業を行おうとする事業者に

対し、土地を使用させないよう努めなければならない。

２ 所有者等は、基本理念にのっとり、事業により、自然環境等を損ない、

災害による被害等が発生しないよう、事業者に対し、土地を適正に管理す

ることを求めなければならない。 

（適用を受ける事業） 

第８条 この条例の規定は、発電出力１０キロワット以上の事業に適用する

。ただし、太陽光を再生可能エネルギー源とする事業で、次に掲げる事業

については、この限りでない。 

(１) 建築物の屋根、屋上に設置する事業 

(２) 次条第１項に規定する抑制区域以外の区域において、個人が自己の

居住する土地及び隣接する土地で行う発電出力５０キロワット未満の事

業 

２ 前項に規定する発電出力は、実質的に一体と認められる場所で、複数の

再生可能エネルギー発電設備に分割して設置する場合は、合算した発電出

力とする。

３ この条例の規定は、既に設置された再生可能エネルギー発電設備を増設

することにより、前２項に規定する発電出力以上となる事業においても適

用する。 

（抑制区域） 

第９条 市長は、次に掲げる区域のうち特に必要があると認めるときは、規

則で定めるところにより、事業者に再生可能エネルギー発電設備の設置を

抑制する区域（以下「抑制区域」という。）を指定することができる。 

(１)  豊かな自然環境が保たれ、地域における貴重な資源として認められ

  る区域 

(２)  特色ある景観として良好な状態が保たれている区域 

(３)  歴史的又は文化的な特色を有する区域として保全する必要がある区
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  域 

(４)  土砂災害その他自然災害による被害の危険性が高い区域 

(５)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める区域 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定した抑制区

域を変更し、又はその指定を解除することができる。 

３ 市長は、第１項の規定により抑制区域を指定しようとするとき又は前項

の規定によりその指定を変更し、若しくは指定の解除をしようとするとき

は、白石市環境基本条例（平成７年白石市条例第２２号）第２２条に規定

する白石市環境審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴かなければ

ならない。 

（説明会の開催） 

第１０条 事業者は、事業を実施しようとするときは、次条第１項の規定に

よる協議を行う前に、住民等に対し、事業に関する説明会を開催しなけれ

ばならない。ただし、市長が説明会を開催することが困難であると特に認

めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定は、次条第２項の規定による変更の協議について準用する。

ただし、事業の変更が規則で定める軽微なものであるときは、この限りで

ない。 

３ 事業者は、設置しようとする再生可能エネルギー発電設備の出力の合計

が５０キロワットに満たない場合には、住民等への戸別訪問その他適当な

方法をもって住民等に当該事業に関する計画（以下「事業計画」という。

）を周知することにより、前２項の説明会に代えることができる。 

４ 住民等は、事業者に対し、事業計画について意見を申し出ることができ

る。 

５ 事業者は、前項の規定による意見の申出があったときは、当該申出をし

た住民等と協議しなければならない。 

６ 事業者は、住民等の理解を得られるよう努めなければならない。 

（協議の届出） 

第１１条 事業者は、第８条に規定する事業の実施について次条第１項に規

定する市長の同意を得ようとするときは、当該事業に着手しようとする日

-22-



の９０日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出て協議しなければなら

ない。 

(１) 事業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び代表者の氏

名並びに主たる事務所の所在地。第２１条第１項において同じ。） 

(２) 事業の着手予定日及び完了予定日 

(３) 事業区域の所在地及び面積 

(４) 事業の内容 

(５) 前各号に掲げるもののほか規則で定める事項 

２ 事業者は、前項の規定により同意を得た事項を変更しようとするときは

、速やかにその旨を市長に届け出て、協議しなければならない。

（同意） 

第１２条 事業者は、事業を実施しようとするとき、又は実施している事業

を変更しようとするときは、市長の同意を得なければならない。 

２ 市長は、事業区域の全部又は一部が抑制区域に位置するときは、同意し

ないものとする。ただし、市長がこの条例の目的に照らして支障がないと

認めるときは、この限りでない。 

３ 市長は、同意に際し、自然環境等の保全及び災害による被害の防止のた

めに必要な条件を付することができる。 

４ 事業者は、前項に規定する条件について、必要な措置を講じ、その結果

を市長に届け出なければならない。

（審査及び協議結果の通知） 

第１３条 市長は、第１１条に規定する届出があった場合は、協議に係る審

査を実施し、必要に応じて、審議会の意見を聴くことができる。 

２ 市長は、協議が終了したときは、事業者に協議結果を通知するものとす

る。 

（事業の着手等の届出） 

第１４条 事業者は、事業に着手し、又は事業を完了し、中止し、若しくは

中止していた事業を再開するときは、速やかにその旨を市長に届け出なけ

ればならない。

（事業の確認） 
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第１５条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに市の職

員に現地を確認させるものとする。

（地位の承継） 

第１６条 事業者から事業譲渡等によりその地位を承継した者は、地位を承

継した日から起算して３０日以内に市長に届け出なければならない。

（災害及び事故発生時の対応） 

第１７条 事業者及び所有者等は、事業区域内における災害及び当該災害に

起因する自然環境及び生活環境への被害が発生するおそれがあると認めら

れるときは、速やかに現地を確認し、早急に必要な措置を講じるとともに

、住民等に周知し、市長に通報しなければならない。

２ 市長は、事業者及び所有者等から前項に規定する通報を受けたとき又は

同項の被害が発生するおそれがあると認められるときは、当該事業者及び

所有者等に対し、当該事態が生じることを防止するために必要な措置を講

じることを求めることができる。

３ 事業者及び所有者等は、事業の実施に伴い事故等が発生したとき又は住

民等と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決

し、再発防止のための措置を講じなければならない。

（事業の終了） 

第１８条 事業者は、事業を終了するときは、あらかじめ規則で定めるとこ

ろによりその旨を市長に届け出なければならない。

２ 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の撤去が完了したときは、撤去

を完了した日から起算して３０日以内に市長に届け出なければならない。

（報告及び立入調査） 

第１９条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報

告及び資料の提出を求め、並びに市の職員に事業区域に係る土地に立ち入

り、当該事業に関する事項について調査させ、又は関係者に質問させるこ

とができる。

２ 前項の規定により立入調査をする市の職員は、職員証を携帯し、関係者

の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認めら
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れたと解してはならない。

（助言、指導又は勧告） 

第２０条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措

置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、事業者に

対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(１) 第１１条の規定による届出を行わないとき、又は届出の内容に虚偽

があるとき。

(２) 第１２条第１項の規定による市長の同意を得ずに事業に着手したと

き。

(３) 前条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽

の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(４) 前条第１項の規定による立入調査を拒み、若しくは妨げ、又は忌避

したとき。

(５) 前条第１項の規定による立入調査の際に質問に答弁せず、又は虚偽

の答弁をしたとき。 

(６) 正当な理由がなく前項の規定による助言又は指導に従わなかったと

き。

（公表） 

第２１条 市長は、前条第２項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な

理由なく勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及び住

所並びに当該勧告の内容を公表することができる。

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該

事業者に弁明の機会を与えなければならない。

（委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。

附 則 

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前において、再生可能

エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第９条第１項の規定によ

る申請を行った事業（以下「再エネ特措法による申請済事業」という。）

について、この条例の規定は、適用しない。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日前において、再エネ特措法による申請

済事業であっても現に工事に着手していない事業については、この条例の

規定（第１２条及び第２０条第２項第２号を除く。）を適用する。 

４ 施行日以後９０日を経過する日までの間に工事に着手しようとする場合

は、第１１条第１項中「当該事業に着手しようとする日の９０日前までに

」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 
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第１０号議案 

   白石市部設置条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市部設置条例の一部を改正する条例 

 白石市部設置条例（平成４年白石市条例第２２号）の一部を次のように改

正する。 

  第３条第２号中キをクとし、カの次に次のように加える。 

キ 病院事業に関する事項 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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第１１号議案 

   白石市民バス条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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白石市民バス条例の一部を改正する条例 

白石市民バス条例（平成１７年白石市条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１路線名の項中「｜薬師堂線 ｜」を削り、「｜小原線  ｜」を

「 小原線  

  まちなか循環便  」に改める。 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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第１２号議案 

   白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一    

部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一

部を改正する条例 

 白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１

６年白石市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「あらかじめ」の次に「第１５条第１項に規定する」を、

「白石市公の施設指定管理者選定審査会」の次に「（白石市病院事業の設置

等に関する条例（令和４年白石市条例第１７号）第４条第１項に規定する病

院（第１５条第１項及び第１８条の２第１項において単に「病院」という。

）に係る指定管理者の候補者を選定する場合にあっては、第１８条の２第１

項に規定する白石市病院事業に関する指定管理者選定審査会）」を加える。 

第１５条の見出しを「白石市公の施設指定管理者選定審査会」に改め、同

条第１項中「指定管理者」の次に「（病院に係る指定管理者を除く。）」を

、「以下」の次に「この条から第１８条までにおいて」を加える。 

第１８条の次に次の１条を加える。 

（白石市病院事業に関する指定管理者選定審査会） 

第１８条の２ 病院に係る指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、白

石市病院事業に関する指定管理者選定審査会（次項において「病院事業審

査会」という。）を置く。 

２ 第１５条第２項及び前３条の規定は、病院事業審査会について準用する

。この場合において、第１６条第１項中「学識経験」とあるのは「高度の

専門的な学識経験」と、同条第２項中「２年とする。ただし、補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間」とあるのは「委嘱の日から指定管理者の候

補者選定に関する意見を市長に提出する日まで」と読み替えるものとする

。 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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第１３号議案 

   白石市地籍調査実施委員会条例を廃止する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市地籍調査実施委員会条例を廃止する条例 

 白石市地籍調査実施委員会条例（昭和５４年白石市条例第２６号）は、廃

止する。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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第１４号議案 

   白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 白石市特別職の職員の給与に関する条例（昭和４２年白石市条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中第２９号を削り、第３０号を第２９号とし、第３１号から第３７

号までを１号ずつ繰り上げ、第３８号を第３７号とし、同号の次に次の１号

を加える。 

  (３８) 白石市病院事業に関する指定管理者選定審査会の委員 

 別表第２白石市地籍調査実施委員会の委員の項を削り、同表中白石市公の

施設指定管理者選定審査会の委員の項の次に次のように加える。 

白石市病院事業に関する指定管理者

選定審査会の委員 

〃 ２５，０００円  

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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第１５号議案 

   簡易給水施設補助金交付に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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簡易給水施設補助金交付に関する条例の一部を改正する条例 

 簡易給水施設補助金交付に関する条例（昭和５１年白石市条例第９号）の

一部を次のように改正する。 

 第４条第１項を次のように改める。 

 （補助金の交付基準） 

第４条 前条の補助金交付の対象となる経費は、簡易給水施設に要する経費

で次に掲げるものとする。 

(１) 新設に要する費用 

 (２) 修復改善に要する費用 

 (３) 修復改善に伴う水質検査に要する費用 

 第４条第２項中「３分の１」を「２分の１」に改める。 

 第７条第２号中「なさしめる」を「講じる」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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第１６号議案 

   白石市道路占用料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市道路占用料条例の一部を改正する条例 

 白石市道路占用料条例（昭和４７年白石市条例第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表中「 

占用物件 単位 占用料 

（単位 円） 

法第３２ 

条第１項 

第１号に 

掲げる工 

作物 

第１種電柱 １本につき１年 ３８０

第２種電柱 ５８０

第３種電柱 ７８０

第１種電話柱 ３４０

第２種電話柱 ５４０

第３種電話柱 ７４０

その他の柱類 ３４

 共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メートルに

つき１年 

３

 地下に設ける電線そ

の他の線類 

２

 路上に設ける変圧器 １個につき１年 ３３０

 地下に設ける変圧器 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

２００

 変圧塔その他これに

類するもの及び公衆

電話所 

１個につき１年 ６８０

 郵便差出箱及び信書

便差出箱 

２８０

 広告塔 表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

６７０

その他のもの 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

６８０
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法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が０．０７メー

トル未満のもの 

長さ１メートルに

つき１年 

１４

外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの 

２０

 外径が０．１メート  ３０

 ル以上０．１５メー  

 トル未満のもの  

 外径が０．１５メー

トル以上０．２メー

トル未満のもの 

 ４１

 外径が０．２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの 

 ６１

外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの 

 ８１

 外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの 

 １４０

 外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの 

 ２００

 外径が１メートル以

上のもの 

 ４１０

法第３２条第１項第３号及び第４

号に掲げる施設 

占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

６８０

法第３２ 地下街及 階数が１  Ａに０．００５を 

条第１項 び地下室 のもの  乗じて得た額 
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第５号に

掲げる施 

設 

 階数が２

のもの 

 Ａに０．００８を

乗じて得た額 

  階数が３

以上のも

の 

 Ａに０．０１を乗

じて得た額 

 上空に設ける通路  ３３０

 地下に設ける通路  ２００

 その他のもの  ６８０

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの 

占用面積１平方メ

ートルにつき１日 

７

その他のもの 占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

６７

道路法施

行令（昭

和２７年

政令第４

７９号。

以下「令

」という

。）第７

条第１号

に掲げる

物件 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。） 

一時的に

設けるも

の 

表示面積１平方メ

ートルにつき１月 

６７

その他の

もの 

表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

６７０

標識 １本につき１年 ５４０

旗ざお 祭礼、縁

日その他

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの 

１本につき１日 ７

その他の

もの 

１本につき１月 ６７

 幕（令第 祭礼、縁 その面積１平方メ ７
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 ７条第４ 日その他 ートルにつき１日 

 号に掲げ

る工事用

施設であ

るものを

除く。） 

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの 

  その他の

もの 

その面積１平方メ

ートルにつき１月 

６７

 アーチ 車道を横 １基につき１月 ６７０

  断するも

の 

  その他の

もの 

 ３３０

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

６８０

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３３を

乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施

設及び同条第５号に掲げる工事用

材料 

占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

６７

令第７条第６号に掲げる仮設建築

物及び同条第７号に掲げる施設 

６８

令第７条 トンネルの上又は高 占用面積１平方メ Ａに０．０２３を

第８号に 架の道路の路面下（ ートルにつき１年 乗じて得た額 

掲げる施 当該路面下の地下を  

設 除く。）に設けるも

の 

 上空に設けるもの  Ａに０．０２３を

   乗じて得た額 

 地下（ト 階数が１  Ａに０．００５を
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 ンネルの のもの  乗じて得た額 

 上の地下 階数が２  Ａに０．００８を 

 を除く。 のもの  乗じて得た額 

 ）に設け 階数が３  Ａに０．０１を乗 

 るもの 以上のも  じて得た額 

  の   

 その他のもの  Ａに０．０３３を 

   乗じて得た額 

令第７条 建築物  Ａに０．０２３を 

第９号に   乗じて得た額 

掲げる施 その他のもの  Ａに０．０１６を 

設   乗じて得た額 

令第７条

第１０号

に掲げる

施設及び

自動車駐

車場 

建築物  Ａに０．０２３を

乗じて得た額 

その他のもの  Ａに０．０１６を

乗じて得た額 

令第７条

第１１号

に掲げる

応急仮設

建築物 

トンネルの上又は高

架の道路の路面下に

設けるもの 

 Ａに０．０２３を

乗じて得た額 

上空に設けるもの  Ａに０．０２３を

乗じて得た額 

その他のもの  Ａに０．０３３を

乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具  Ａに０．０３３を

乗じて得た額 

令第７条 トンネルの上又は自  Ａに０．０２３を 

第１３号 動車専用道路（高架  乗じて得た額 
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 」を「 

占用物件 単位 占用料 

（単位 円） 

法第３２ 

条第１項 

第１号に 

掲げる工 

作物 

第１種電柱 １本につき１年 ４３０

第２種電柱 ６７０

第３種電柱 ９００

第１種電話柱 ３９０

第２種電話柱 ６２０

第３種電話柱 ８５０

その他の柱類 ３９

 共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メートルに

つき１年 

４

 地下に設ける電線そ

の他の線類 

２

 路上に設ける変圧器 １個につき１年 ３８０

 地下に設ける変圧器 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

２３０

 変圧塔その他これに

類するもの及び公衆

電話所 

１個につき１年 ７８０

 郵便差出箱及び信書

便差出箱 

３３０

に掲げる のものに限る。）の   

施設 路面下に設けるもの   

 上空に設けるもの  Ａに０．０２３を 

   乗じて得た額 

 その他のもの  Ａに０．０３３を 

   乗じて得た額 
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 広告塔 表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

５９０

その他のもの 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

７８０

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が０．０７メー

トル未満のもの 

長さ１メートルに

つき１年 

１６

外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの 

２３

 外径が０．１メート  ３５

 ル以上０．１５メー  

 トル未満のもの  

 外径が０．１５メー

トル以上０．２メー

トル未満のもの 

 ４７

 外径が０．２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの 

 ７０

外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの 

 ９３

 外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの 

 １６０

 外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの 

 ２３０

 外径が１メートル以

上のもの 

 ４７０
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法第３２条第１項第３号及び第４

号に掲げる施設 

占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

７８０

法第３２

条第１項 

第５号に

掲げる施 

設 

地下街及

び地下室 

階数が１

のもの 

 Ａに０．００４を

乗じて得た額 

階数が２

のもの 

 Ａに０．００６を

乗じて得た額 

階数が３

以上のも

の 

 Ａに０．００７を

乗じて得た額 

 上空に設ける通路  ２９０

 地下に設ける通路  １８０

 その他のもの  ７８０

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの 

占用面積１平方メ

ートルにつき１日 

６

その他のもの 占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

５９

道路法施 看板（ア 一時的に 表示面積１平方メ ５９

行令（昭 ーチであ 設けるも ートルにつき１月 

和２７年 るものを の  

政令第４ 除く。） その他の 表示面積１平方メ ５９０

７９号。  もの ートルにつき１年 

以下「令 標識 １本につき１年 ６２０

」という 旗ざお 祭礼、縁 １本につき１日 ６

。）第７  日その他  

条第１号  の催しに  

に掲げる  際し、一  

物件  時的に設  

  けるもの  
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  その他の １本につき１月 ５９

  もの  

 幕（令第

７条第４

号に掲げ

る工事用

施設であ

るものを

除く。） 

祭礼、縁

日その他

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの 

その面積１平方メ

ートルにつき１日 

６

 その他の

もの 

その面積１平方メ

ートルにつき１月 

５９

 アーチ 車道を横 １基につき１月 ５９０

  断するも

の 

  その他の

もの 

 ２９０

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

７８０

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３１を

乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施

設及び同条第５号に掲げる工事用

材料 

占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

５９

令第７条第６号に掲げる仮設建築

物及び同条第７号に掲げる施設 

７８

令第７条 トンネルの上又は高 占用面積１平方メ Ａに０．０１７を 

第８号に 架の道路の路面下（ ートルにつき１年 乗じて得た額 

掲げる施 当該路面下の地下を   

設 除く。）に設けるも   

 の   

 上空に設けるもの  Ａに０．０１７を 
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   乗じて得た額 

 地下（ト 階数が１  Ａに０．００４を 

 ンネルの のもの  乗じて得た額 

 上の地下 階数が２  Ａに０．００６を 

 を除く。 のもの  乗じて得た額 

 ）に設け 階数が３  Ａに０．００７を 

 るもの 以上のも  乗じて得た額 

  の   

 その他のもの  Ａに０．０２５を 

   乗じて得た額 

令第７条 建築物  Ａに０．０２２を 

第９号に   乗じて得た額 

掲げる施 その他のもの  Ａに０．０１５を 

設   乗じて得た額 

令第７条

第１０号

に掲げる

施設及び

自動車駐

車場 

建築物  Ａに０．０２２を

乗じて得た額 

その他のもの  Ａに０．０１５を

乗じて得た額 

令第７条

第１１号

に掲げる

応急仮設

建築物 

トンネルの上又は高

架の道路の路面下に

設けるもの 

 Ａに０．０２２を

乗じて得た額 

上空に設けるもの  Ａに０．０２２を

乗じて得た額 

その他のもの  Ａに０．０３１を

乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具  Ａに０．０２５を

乗じて得た額 
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令第７条 トンネルの上又は自  Ａに０．０２２を 

第１３号 動車専用道路（高架  乗じて得た額 

に掲げる のものに限る。）の   

施設 路面下に設けるもの   

上空に設けるもの  Ａに０．０２２を 

   乗じて得た額 

 その他のもの  Ａに０．０３１を 

   乗じて得た額 

 」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の白石市道路占用料条例の規定は、この条例の施

行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前までに徴収すべき

占用料については、なお従前の例による。 

-50-



第１７号議案 

   白石市公共物管理条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市公共物管理条例の一部を改正する条例 

 白石市公共物管理条例（昭和４７年白石市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表中「 

形態又は種類 単位 使用料

（単位 円）

柱類 第１種電柱 １本につき１年 ３８０

第２種電柱 ５８０

第３種電柱 ７８０

第１種電話柱 ３４０

第２種電話柱 ５４０

第３種電話柱 ７４０

その他の柱類 ３４

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートル

につき１年 

３

地下に設ける電線その他の線類 ２

地上に設ける変圧器 １個につき１年 ３３０

地下に設ける変圧器 使用面積１平方

メートルにつき

１年 

２００

変圧塔その他これに類するもの及び

公衆電話所

１個につき１年 ６８０

郵便差出箱及び信書便差出箱 ２８０

広告塔及び広告板 表示面積１平方 ６７０

メートルにつき

１年 

地下

埋設

管類 

外径が０．０７メートル未満

のもの

長さ１メートル

につき１年 

１４

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの

２０
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 外径が０．１メートル以上０

．１５メートル未満のもの

 ３０

 外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの

 ４１

 外径が０．２メートル以上０

．３メートル未満のもの

 ６１

外径が０．３メートル以上０

．４メートル未満のもの

 ８１

 外径が０．４メートル以上０

．７メートル未満のもの

 １４０

 外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの

 ２００

 外径が１メートル以上のもの  ４１０

露店又は商品

置場等

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの

使用面積１平方

メートルにつき

１日 

７

その他のもの 使用面積１平方

メートルにつき

１月 

６７

看板（アーチ

であるものを

除く。）

一時的に設けるもの 表示面積１平方

メートルにつき

１月 

６７

その他のもの 表示面積１平方 ６７０

メートルにつき

１年 

標識 １本につき１年 ５４０

旗ざお 祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの

１本につき１日 ７
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その他のもの １本につき１月 ６７

幕（工事用施

設であるもの

を除く。）

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの

その面積１平方

メートルにつき

１日 

７

その他のもの その面積１平方

メートルにつき

１月 

６７

アーチ 車道を横断するもの １基につき１月 ６７０

その他のもの ３３０

太陽光発電設備及び風力発電設備 使用面積１平方

メートルにつき

１年 

６８０

工事用板囲、足場、詰所その他の工

事用施設及び材料置場

使用面積１平方

メートルにつき

１月 

６７

通路橋 使用面積１平方

メートルにつき

１年 

１７０

通路 １００

その他の土地使用 土地評価額の

４パーセント 

土砂等の採取 土砂 採取量１立方メ

ートルにつき 

１５０

砂 １７０

切込砂利  １８０

砂利（径８センチメ  ２００

ートル未満のもの）

栗石（径８センチメ

ートル以上１５セン

チメートル未満のも

の）

 ２００

玉石（径１５センチ  ２３０
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メートル以上６０セ

ンチメートル未満の

もの）

転石（径６０センチ

メートル以上のもの

）

採取数量１個に

つき 

３７０

」を「 

形態又は種類 単位 使用料

（単位 円）

柱類 第１種電柱 １本につき１年 ４３０

第２種電柱 ６７０

第３種電柱 ９００

第１種電話柱 ３９０

第２種電話柱 ６２０

第３種電話柱 ８５０

その他の柱類 ３９

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートル

につき１年 

４

地下に設ける電線その他の線類 ２

地上に設ける変圧器 １個につき１年 ３８０

地下に設ける変圧器 使用面積１平方

メートルにつき

１年 

２３０

変圧塔その他これに類するもの及び

公衆電話所

１個につき１年 ７８０

郵便差出箱及び信書便差出箱 ３３０

広告塔及び広告板 表示面積１平方 ５９０

メートルにつき

１年 

地下 外径が０．０７メートル未満 長さ１メートル １６
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埋設 のもの につき１年 

管類 外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの

 ２３

 外径が０．１メートル以上０

．１５メートル未満のもの

 ３５

 外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの

 ４７

 外径が０．２メートル以上０

．３メートル未満のもの

 ７０

外径が０．３メートル以上０

．４メートル未満のもの

 ９３

 外径が０．４メートル以上０

．７メートル未満のもの

 １６０

 外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの

 ２３０

 外径が１メートル以上のもの  ４７０

露店又は商品

置場等

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの

使用面積１平方

メートルにつき

１日 

６

その他のもの 使用面積１平方

メートルにつき

１月 

５９

看板（アーチ

であるものを

除く。）

一時的に設けるもの 表示面積１平方

メートルにつき

１月 

５９

その他のもの 表示面積１平方 ５９０

メートルにつき

１年 

標識 １本につき１年 ６２０
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旗ざお 祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの

１本につき１日 ６

その他のもの １本につき１月 ５９

幕（工事用施

設であるもの

を除く。）

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの

その面積１平方

メートルにつき

１日 

６

その他のもの その面積１平方

メートルにつき

１月 

５９

アーチ 車道を横断するもの １基につき１月 ５９０

その他のもの ２９０

太陽光発電設備及び風力発電設備 使用面積１平方

メートルにつき

１年 

７８０

工事用板囲、足場、詰所その他の工

事用施設及び材料置場

使用面積１平方

メートルにつき

１月 

５９

通路橋 使用面積１平方

メートルにつき

１年 

１７０

通路 １００

その他の土地使用 土地評価額の

４パーセント 

土砂等の採取 土砂 採取量１立方メ

ートルにつき 

１５０

砂 １７０

切込砂利  １８０

砂利（径８センチメ  ２００

ートル未満のもの）

栗石（径８センチメ

ートル以上１５セン

 ２００
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チメートル未満のも

の）

玉石（径１５センチ

メートル以上６０セ

ンチメートル未満の

もの）

 ２３０

転石（径６０センチ

メートル以上のもの

）

採取数量１個に

つき 

３７０

 」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の白石市公共物管理条例の規定は、この条例の施

行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前までに徴収すべき

使用料については、なお従前の例による。 
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第１８号議案 

   財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 

 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（昭和３９年白石市条例第２

４号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「 

種別 単位 使用料

第１種電柱 １本につき

１年

３８０円

第２種電柱 ５８０円

第３種電柱 ７８０円

第１種電話柱 ３４０円

第２種電話柱 ５４０円

第３種電話柱 ７４０円

その他の柱類 ３４円

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メー

トルにつき

１年 

３円

地下に設ける電線その他の線類 ２円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆

電話所

１個につき

１年

６８０円

郵便差出箱及び信書便差出箱 ２８０円

地下埋設

管類（公

共性のあ

るものに

限る。） 

外径が０．０７メートル未満

のもの

長さ１メー

トルにつき

１年

１４円

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの

２０円

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のもの

３０円

 外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの

４１円

 外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの

６１円

 外径が０．３メートル以上 ８１円
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 ０．４メートル未満のもの

 外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの

１４０円

 外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの

２００円

 外径が１メートル以上のもの ４１０円

 」を「 

種別 単位 使用料

第１種電柱 １本につき

１年

４３０円

第２種電柱 ６７０円

第３種電柱 ９００円

第１種電話柱 ３９０円

第２種電話柱 ６２０円

第３種電話柱 ８５０円

その他の柱類 ３９円

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メー

トルにつき

１年 

４円

地下に設ける電線その他の柱類 ２円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆

電話所

１個につき

１年

７８０円

郵便差出箱及び信書便差出箱 ３３０円

地下埋設

管類（公

共性のあ

るものに

限る。） 

外径が０．０７メートル未満

のもの

長さ１メー

トルにつき

１年

１６円

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの

２３円

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のもの

 ３５円

 外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの

 ４７円
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 外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの

 ７０円

外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの

 ９３円

 外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの

 １６０円

 外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの

 ２３０円

 外径が１メートル以上のもの  ４７０円

 」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の

規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同

日前までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。 
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第１９号議案 

   白石市材木岩公園等設置条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市材木岩公園等設置条例の一部を改正する条例 

 白石市材木岩公園等設置条例（平成３年白石市条例第１７号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第２第１項第１号、第２号及び第３号の表を次のように改める。 

(１) 面積を単位として利用を認める場合 

区分 単位 金額 

露店、興行等の敷地 １平方メートルにつき１日 ６円

上空に設ける通路 １平方メートルにつき１年 ２９０円

地下に設ける通路 １８０円

工事用板囲、足場、詰

所その他の工事用施設

及び材料置場

１平方メートルにつき１月 ５９円

その他のもの １平方メートルにつき１年 ７８０円

(２) 箇数を単位として使用を認める場合 

区分 単位 金額

第１種電柱 １本につき１年 ４３０円

第２種電柱 ６７０円

第３種電柱 ９００円

第１種電話柱 ３９０円

第２種電話柱 ６２０円

第３種電話柱 ８５０円

その他の柱類 ３９円

標識 ６２０円

変圧塔その他これに類するもの及び

公衆電話所 

１個につき１年 ７８０円

郵便差出箱及び信書便差出箱 ３３０円

 (３) 長さを単位として使用を認める場合 

 区分 単位 金額
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地下埋設管類 外径が０．０７メー

トル未満のもの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

１６円

外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの 

２３円

 外径が０．１メート

ル以上０．１５メー

トル未満のもの 

 ３５円

 外径が０．１５メー

トル以上０．２メー

トル未満のもの 

 ４７円

 外径が０．２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの 

 ７０円

外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの 

 ９３円

 外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの 

 １６０円

 外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの 

 ２３０円

 外径が１メートル以

上のもの 

 ４７０円

共架電線その他上空に設ける線類  ４円

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この条例による改正後の白石市材木岩公園等設置条例の規定は、この条

例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日まで

に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。 
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第２０号議案 

   白石市都市公園条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市都市公園条例の一部を改正する条例 

 白石市都市公園条例（昭和４６年白石市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第２を次のように改める。 

公園施設を設け、又は都市公園を占用する場合の使用料 

１ 面積を単位として利用を認める場合 

区分 単位 金額 

露店、興行等の敷地 １平方メートルにつき１日 ６円

上空に設ける通路 １平方メートルにつき１年 ２９０円

地下に設ける通路 １８０円

工事用板囲、足場、詰

所その他の工事用施設

及び材料置場 

１平方メートルにつき１月 ５９円

その他のもの １平方メートルにつき１年 ７８０円

 ２ 箇数を単位として使用を認める場合 

区分 単位 金額

第１種電柱 １本につき１年 ４３０円

第２種電柱 ６７０円

第３種電柱 ９００円

第１種電話柱 ３９０円

第２種電話柱 ６２０円

第３種電話柱 ８５０円

その他の柱類 ３９円

標識 ６２０円

変圧塔その他これに類するもの及び

公衆電話所

１個につき１年 ７８０円

郵便差出箱及び信書便差出箱 ３３０円

 ３ 長さを単位として使用を認める場合 

 区分 単位 金額
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地下

埋設

管類 

外径が０．０７メートル未満

のもの

長さ１メートル

につき１年 

１６円

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの

２３円

 外径が０．１メートル以上０

．１５メートル未満のもの

 ３５円

 外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの

 ４７円

 外径が０．２メートル以上０

．３メートル未満のもの

 ７０円

外径が０．３メートル以上０

．４メートル未満のもの

 ９３円

 外径が０．４メートル以上０

．７メートル未満のもの

 １６０円

 外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの

 ２３０円

 外径が１メートル以上のもの  ４７０円

共架電線その他上空に設ける線類  ４円

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の白石市都市公園条例の規定は、この条例の施行

の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日までに徴収す

べき使用料については、なお従前の例による。 
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第２１号議案 

   こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行    

に伴う関係条例の整備に関する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （白石市障害児通所施設条例の一部改正） 

第１条 白石市障害児通所施設条例（平成１０年白石市条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

第６条第２項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 （白石市子ども・子育て会議設置条例の一部改正） 

第２条 白石市子ども・子育て会議設置条例（平成２５年白石市条例第２８ 

号）の一部を次のように改正する。 

第１条及び第２条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める

。

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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第２２号議案 

   白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 

準を定める条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（令和２年白石市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項各

号」を「第１９条各号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号

」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」

を「同条第３号」に、「同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

第３６条第２項及び第３項中「同項第１号」を「同条第１号」に改める。 

第５３条第２項中「書面等の交付又は提出」を「書面等による同意」に改

め、「代えて、」の次に「第６項において準用する」を加え、「書面等に記

載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」を「書面等に

よる同意」に、「提供する」を「得る」に、「書面等を交付又は提出した」

を「書面等による同意を得た」に改め、同項第１号イ中「記載事項」を「同

意に関する事項」に、「提供を受ける」を「同意を行う」に、「受けない」

を「行わない」に改め、同項第２号中「記載事項」を「同意に関する事項」

に、「交付する」を「得る」に改め、同条第３項中「前項各号」を「第６項

において準用する前項各号」に改め、同条第４項中「保育施設等は、」の次

に「第６項において準用する」を加え、「記載事項を提供しよう」を「同意

を得よう」に、「記載事項を提供する」を「同意を得ようとする」に改め、

同項第１号中「第２項各号」を「第６項において準用する第２項各号」に改

め、同条第５項中「前項」を「第６項において準用する前項」に、「提供を

受けない」を「同意を行わない」に、「第２項に規定する記載事項の提供」

を「この条例の規定による書面等による同意の取得」に改め、同項ただし書

中「保育給付認定保護者等が再び」の次に「第６項において準用する」を加

える。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２６条及び第５
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３条の規定は公布の日から施行する。 
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第２３号議案 

   白石市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 白石市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年白石市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、

家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、

職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保

育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の

研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項につい

ての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安

全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するととも

に、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連

携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につい

て周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じ

て安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組

等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するとき

は、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を

確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなけ

ればならない。 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、利用乳幼児

の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれら

により一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその

他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが
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少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動

車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、

これを用いてブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置

を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に

限る。）を行わなければならない。 

第１０条中「ときは、」の次に「その行う保育に支障がない場合に限り、

」を加え、同条ただし書を削る。 

第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１３条の改正

規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の白石市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保

育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行

する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利

用乳幼児の見落としを防止する装置（以下この項において「ブザー等」と

いう。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるとき

は、令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えないこと

ができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日

常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講

じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。 
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第２４号議案 

   白石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める    

条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

 白石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２７年白石市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条の次に次の２条を加える。 

 （安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため

、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設

備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含め

た放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関

する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における

安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」とい

う。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない

。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知する

とともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との

連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につ

いて周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要

に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取

組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは

、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握

することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。 

 第１２条の次に次の１条を加える。 

 （業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ご

とに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を
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継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知

するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければ

ならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、

必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び 

食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、この条例による

改正後の白石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例第６条の２の規定の適用については、同条第１項中「講じなけれ

ば」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施しな

ければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「周

知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。 
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第２５号議案 

   白石市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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白石市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

白石市国民健康保険条例（昭和３４年白石市条例第７号）の一部を

次のように改正する。  

 第５条第１項中「４０万８，０００円」を「５０万円」に改め、同

項ただし書を削る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る白石市国民健康

保険条例第５条第１項の規定による出産育児一時金の額については

、なお従前の例による。  
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第２６号議案 

   白石市道路線の認定について

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２０日

白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、市道

の路線を下記のとおり認定する。

記 

路線番号 路線名 起 点 終  点 

延 長

（ｍ） 

敷地の 

幅 員 

（ｍ） 

２０２９７ 新館６号線
白石市新館町２

４番地先

白石市新館町２

番１１５地先
239.70

5.10 

～ 

7.50 

２０２９８ 新館７号線
白石市新館町２

０５番７地先

白石市新館町２

番１９地先
413.60

4.00 

～ 

8.20 

２０２９９ 鷹巣東２８号線
白石市鷹巣東四

丁目５番８地先

白石市鷹巣字伊

崎２７番４地先
133.20

4.10 

～ 

11.20 

-84-


